
◆物品契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）令和５年度第２四半期分

整理

番号
案件名称 物品種目 契約の相手方 契約金額（税込） 契約日 根拠法令

随意契約理由

（随意契約理由番

号）

1 ピースカッターほか１点（舞洲工場）買入 産業用機器 日立造船（株） 28,366,800 令和5年7月21日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

2 灰クレーンバケットほか１点（舞洲工場）買入 産業用機器 (株)福島製作所 40,150,000 令和5年7月26日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

3 巻上電磁ブレーキ（西淀工場）買入 産業用機器
(株)日立プラントメカニク

ス
5,500,000 令和5年7月28日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

4 触媒脱硝装置用部品（西淀工場）買入 産業用機器 (株)タクマ 65,736,000 令和5年8月1日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

5
湿式有害ガス除去装置用部品１ほか３９点

（平野工場）買入
産業用機器 倉敷紡績(株) 10,153,000 令和5年8月3日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

6 ガスダクトヒーター用部品（舞洲工場）買入 産業用機器 日立造船（株） 2,508,000 令和5年8月7日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

7
加熱脱塩素化処理装置用部品１ほか５点

（平野工場）買入
産業用機器 日立造船（株） 15,034,800 令和5年8月7日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

8 スクレーパＡほか４１点（舞洲工場）買入 産業用機器 日立造船（株） 14,139,180 令和5年8月22日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

9 固定火格子ほか７点（平野工場）買入 産業用機器
ＪＦＥエンジニアリング

（株）
17,326,100 令和5年8月30日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

10 じん芥クレーンバケット（八尾工場）買入 産業用機器 (株)福島製作所 31,900,000 令和5年9月1日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

11 荷重計部品１ほか２点（西淀工場）買入 産業用機器
(株)日立プラントメカニク

ス
7,205,000 令和5年9月19日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30



12
ボイラー用肉盛溶接水管ほか１点（平野工

場）買入
産業用機器

ＪＦＥエンジニアリング

（株）
67,628,000 令和5年9月21日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30

13
ボイラー用肉盛り水管パネル＃１ほか１３点

（東淀工場）買入
産業用機器 日立造船(株) 24,420,000 令和5年9月27日

地方自治法施行令第

167条の２第１項第

２号

Ｇ30
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